
今般、別添のとおり組合規約を変更したので公示します。

組合規約の変更について

公示第３５０号

令和５年３月１日

東 亜 道 路 健 康 保 険 組 合

理事長　 竹内　良彦



東亜道路健康保険組合の規約の一部を次のとおり変更する。

（公告の方法）
第53条

この組合及び事業所の掲示板をこの組合のホームページに改める。

この規約は次の日から施行する。（令和５年４月１日）

規約変更書

附則



組合及び事業所に掲示板はなく、実際はホームページにて周知しているため

規約を改定する。

規約変更理由書



(公告の方法) (公告の方法)
第53条　この組合において公告しなければならない 第53条　この組合において公告しなければならない

　　　　事項は、この組合のホームページに掲示する。　　　　事項は、この組合及び事業所の掲示板に掲

　　　　示する。

附則

この規約は、次の日から施行する。

新旧条文対照表

新 旧

（令和５年４月１日）


